
鳥取県告示第 826 号 

平成 18 年９月定例県議会で 10 月 11 日に議決された平成 18 年度鳥取県一般会計補正予算は、次のとおりであ

る。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

平成18年度鳥取県一般会計補正予算 

 平成18年度鳥取県の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,439,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ379,837,209千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の追加は、「第２表継続費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

款　 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 1,623,430 7,803 1,631,233

２ 負 担 金 1,327,328 7,803 1,335,131

９ 国 庫 支 出 金 50,382,620 2,679,232 53,061,852

１ 国 庫 負 担 金 15,678,569 1,138,673 16,817,242

２ 国 庫 補 助 金 33,841,534 1,538,482 35,380,016

３ 委 託 金 862,517 2,077 864,594

10 財 産 収 入 832,078 55,081 887,159

１ 財 産 運 用 収 入 565,484 81 565,565

２ 財 産 売 払 収 入 266,594 55,000 321,594

11 寄 附 金 101,000 13,000 114,000

１ 寄 附 金 101,000 13,000 114,000

13 繰 越 金 363,492 703,534 1,067,026

１ 繰 越 金 363,492 703,534 1,067,026

14 諸 収 入 44,249,304 34,892 44,284,196

５ 受 託 事 業 収 入 890,153 1,300 891,453

８ 雑 入 2,067,317 33,592 2,100,909

15 県 債 54,907,000 946,000 55,853,000

１ 県 債 54,907,000 946,000 55,853,000

375,397,667 4,439,542 379,837,209　　　　　　歳　　　入　　　合　　　計

 



　歳　　　出

款　 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

１ 議 会 費 973,972 2,108 976,080

１ 議 会 費 973,972 2,108 976,080

２ 総 務 費 24,303,306 564,709 24,868,015

１ 総 務 管 理 費 14,714,014 233,377 14,947,391

２ 企 画 費 4,460,963 314,705 4,775,668

４ 市 町 村 振 興 費 1,661,964 16,627 1,678,591

３ 民 生 費 35,818,557 △ 84,743 35,733,814

１ 社 会 福 祉 費 25,243,000 △ 86,743 25,156,257

２ 児 童 福 祉 費 8,810,155 2,000 8,812,155

４ 衛 生 費 10,011,750 6,884 10,018,634

１ 公 衆 衛 生 費 2,308,223 804 2,309,027

２ 環 境 衛 生 費 2,378,581 2,949 2,381,530

４ 医 薬 費 3,999,527 3,131 4,002,658

５ 労 働 費 1,138,630 55,000 1,193,630

１ 労 政 費 383,142 55,000 438,142

６ 農 林 水 産 業 費 38,843,560 △ 186,650 38,656,910

２ 畜 産 業 費 1,760,673 △ 1,748 1,758,925

３ 農 地 費 12,501,635 71,000 12,572,635

 



４ 林 業 費 13,798,808 △ 174,232 13,624,576

５ 水 産 業 費 2,489,654 △ 81,670 2,407,984

７ 商 工 費 31,660,196 50,598 31,710,794

２ 工 鉱 業 費 5,502,826 30,598 5,533,424

３ 観 光 費 673,408 20,000 693,408

８ 土 木 費 60,315,388 △ 936,287 59,379,101

２ 道 路 橋 り ょ う 費 32,676,859 △ 468,000 32,208,859

３ 河 川 海 岸 費 14,419,959 △ 387,011 14,032,948

４ 港 湾 費 4,255,455 △ 6,339 4,249,116

５ 都 市 計 画 費 4,316,130 △ 79,000 4,237,130

６ 住 宅 費 3,086,773 4,063 3,090,836

９ 警 察 費 19,021,762 10,984 19,032,746

１ 警 察 管 理 費 17,025,177 10,984 17,036,161

10 教 育 費 69,633,968 77,724 69,711,692

１ 教 育 総 務 費 4,901,967 67,639 4,969,606

４ 高 等 学 校 費 16,917,580 10,085 16,927,665

11 災 害 復 旧 費 6,287,895 4,879,215 11,167,110

１
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費 1,891,620 847,000 2,738,620

２
土 木 施 設
災 害 復 旧 費 4,396,275 4,032,215 8,428,490

375,397,667 4,439,542 379,837,209歳　　　出　　　合　　　計

 

 



　第２表　継続費補正

 　　　　追　　　加

款 項 事　　業　　名 総　　　　額 年　度 年　　　割　　　額

千円 千円

２　総　　　務　　　費２　企　　画　　費 786,764 18 314,705

19 264,660

20 207,399

１０　教　　育　　費 ４　高等学校費 545,273 18 10,085

 19 336,717

20 198,471

鳥取県立県民文化会
館音響・照明設備改
修事業費

倉吉西高等学校体育
館整備費



　第３表　債務負担行為補正

　　　追　　　加

事　　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　度　　額

千円

地 域 交 通 機 能 形 成 支 援 事 業 費
平成１９年度から
平成２０年度まで

315,533

鳥取砂丘新発 見伝 事業 費負 担金 　　　　平成１９年度 15,000

幹 線 道 路 網 調 査 費 　　　　平成１９年度 35,000

鳥 取 警 察 署 庁 舎 清 掃 業 務 委 託
平成１９年度から
平成２０年度まで

15,484

 



　　　変　　　　　更

事　　　　項 期　　　間 限　度　額 事　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

平成１９年度 平成１９年度
コンビニ納税
収納代行
委託

１件当たり６７．８
円に収納取扱件
数を乗じて得た
額

コンビニ納税
収納代行
委託

１件当たり72円
に収納取扱件数
を乗じて得た額

 



第４表　地方債補正

限 度 額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限 度 額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円 千円

土 地 改 良 費 1,600,000 1,647,000

治 山 費 789,000 723,000

道 路 橋 り ょ う
維 持 費

2,564,000 1,993,000

道 路 橋 り ょ う
新 設 改 良 費

6,419,000 6,756,000

河 川 改 良 費 1,774,000 1,608,000

海 岸 保 全 費 187,000 175,000

港 湾 建 設 費 252,000 247,000

街 路 事 業 費 998,000 1,122,000

高 等 学 校 施 設
設 備 整 備 費

2,292,000 2,295,000

林 道 施 設
災 害 復 旧 費

15,000 27,000

建 設 災 害 復 旧費 1,213,000 2,417,000

教 育 財 産 管 理費 0 39,000

計 54,907,000 55,853,000

起債の目的
補　　　正　　　前 補　　　　　正　　　　　後

証書借入れ
又は証券発
行の方法に
より財政融
資資金その
他より借入
れするものと
する。ただ
し、事業又
は県財政の
都合により起
債額の全部
又は一部を
翌年度に繰
り延べて起
債することが
できる。

10％以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金及
び公営企
業金融公
庫資金に
ついて、
利率の見
直しを
行った後
において
は、当該
見直し後
の利率）

借入年度から１
年すえ置き、じ
後29年度間に
償還するものと
する。ただし、
県財政その他
の都合によりす
え置き及び償
還年限を短縮
又は延長して
起債し、あるい
はすえ置き又
は償還期間中
であっても償還
年限を短縮し、
延長し、又は
繰上償還を行
い、若しくは借
換えすることが
できるものとす
る。

 


